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Ｑ．ふるさと納税の概要とふるさと納税ワンストップ
特例制度について、あらためて教えてください。

Ａ．
　「納税」という言葉がついているふるさと納税。
　実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行
うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税か
ら控除されます。ですが、ふるさと納税では原則とし
て自己負担額の 2,000 円を除いた全額が控除の対象と
なります。
　ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢
献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選
ぶことができる制度」として創設されました。
　自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふる
さと納税を行うことができますので、それぞれの自治
体がホームページ等で公開している、ふるさと納税に
対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上
で、応援したい自治体を選んでください。
　特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を
行った本人が使途を選択できるようになっている自治
体もあります。
　ふるさと納税として寄附された金額について、控除
を受けるためには、ふるさと納税を行った年分におい
て確定申告をする必要がありますが、平成 27 年 4 月

１日以後に都道府県・市区町村に対する寄附（ふるさ
と納税）を行った場合で、かつ、確定申告が不要な給
与所得者の方については、ふるさと納税先が５団体以
内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請すること
により確定申告をしなくても、この寄附金控除を受け
ることができます。この制度を「ふるさと納税ワンス
トップ特例制度」といいます。
　なお、５団体を超える自治体にふるさと納税を行っ
た方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告
をする方（医療費控除や雑損控除を受けるなどのため
に確定申告をする方や個人住民税の申告をする方など
を含みます。）がふるさと納税について寄附金控除の
適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金
控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。
　特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出
済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税
を行った翌年の１月10 日までに、ふるさと納税先の
自治体へ変更届出書を提出してください。
　このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成
27年４月１日以降に行うふるさと納税が対象です。平
成27年１月１日から３月31日までにふるさと納税を
行っている方は、平成27 年中のふるさと納税について
控除を受けるためには、確定申告を行う必要がありま
す（平成 28 年以降のふるさと納税については、5団
体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適
用を受けることが可能です。）。
　また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受け
る方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税
を行った翌年の６月以降に支払う住民税の減額という
形で控除が行われます。
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